
令和 3 年度 さいたま市スポーツ少年団バスケットボール部会 臨時理事会❶ 

 

令和 3 年 4 月 11 日（日） 

12:30～13:00 

岩槻文化公園体育館 

 

＜出席者＞   

正副部会長、事務局長、各委員長（総務・競技・審判・TO・広報） 

 

 

1. 議題 

《感染リスクを抑え、ルール変更の内容も含め、必要な情報や技術等を伝達する審判講習会にするには？》 

《実技講習無しで、初心者のレベルアップをねらった講習会はできるか？》 

² 上級者：JBA 審判資格 C 級資格程度以上 

² 初心者：JBA 審判資格 E・D 級程度および無資格、または実践経験の浅い方 

(ア) 講習会の持ち方 

l 上級者向け講習 

⇒ ルール変更の資料配信をもって、自己研鑽とする 

l 初心者向け講習 

⇒ モデルチームによるシミュレーションを通しての座学講習（解説と質疑応答） 

(イ) 県スポ少大会予選参加の条件となる、講習会参加・不参加の判断 

l 上級審判は、配信資料の自己研鑽を行う ⇒ 講習会参加とみなす 

l 上級審判が在籍するチームは、初心者の研修を上級者が行う ⇒ 講習会参加とみな

す 

l 上級者がいないチームは、審判講習会にチーム１名参加し、チームへ伝達 

 

 

2. その他 

l 市民体育大会（春季大会）は、電子ホイッスルの使用も認める 

 

 

 

  次回開催予定   令和２年４月 25 日（日）18:00～ 鈴谷公民館 

 

 

以上 


